
議案第８１号  

 

令和２年度瑞穂町下水道事業会計利益の処分及び決算認定につい  

て  

 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３２条第２項の

規定により、令和２年度瑞穂町下水道事業会計未処分利益剰余金の

処分の議決を求めるとともに、同法第３０条第４項の規定により、

令和２年度瑞穂町下水道事業会計決算を別紙監査委員の意見書を付

して議会の認定に付します。  

 

令和３年９月１日提出  

 

           提出者   瑞穂町長    杉  浦  裕  之  

 



令和２年度瑞穂町下水道事業会計決算審査意見書 

 

 地方公営企業法第３０条第２項の規定により、令和２年度瑞穂町下水道事

業会計決算を審査した結果、その意見は次のとおりである。 

 

１ 審査対象 

 令和２年度瑞穂町下水道事業会計決算 

 

２ 審査期日 

 令和３年７月２８日（水）、２９日（木） 

 

３ 審査の手続 

 審査にあたっては、町長より提出された決算報告書、損益計算書、剰余金

計算書、剰余金処分計算書（案）、貸借対照表及び事業報告書等の決算附属

書類について、計数に過誤はないか、経理は健全か、予算執行は関係法令に

従って効率的になされているか等に着眼し、それぞれの関係帳簿及び証書類

との照合のほか、必要と認める審査の手続きにより審査を実施した。 

 

４ 審査の結果 

 審査に付された決算書類は、地方公営企業法及び会計諸規則等、法令に準

じて作成されており、決算計数も関係帳簿、証書類との照合をした結果、符

合し、正確であり、内容も適正であることを確認した。 

 

５ 業務状況 

 本年度末における処理区域内人口は、前年度と比較して０.６％減少し、

３１,８７８人である。また、年間総処理水量は４,４６８,９６８㎥で、前

年度と比較し０.９５％増加している。また、年間有収水量は３,６４７,１

３０㎥で、前年度と比較し１.０％の増加となっている。 

 

６ 予算決算の状況 

（１）収益的収入及び支出（消費税及び地方消費税を含む） 

  収益的収支決算の状況は、下水道事業収益の予算額１３億６８８万３,  

０００円に対し、決算額が１２億９,５２２万３,０８９円で収入率は９９．

１％、下水道事業費用は、予算額１１億７,９２１万２,０００円に対し、   

決算額は１１億６,６４９万６,８５９円で執行率は９８.９％である。こ

の結果、収支差引額は、１億２,８７２万６,２３０円の黒字であった。 

 

 



（２）資本的収入及び支出（消費税及び地方消費税を含む） 

  資本的収支決算の状況は、資本的収入は予算額３億６,７０９万７,００

０円に対し、決算額が３億６,７２５万８,３００円で収入率は１００％、

資本的支出は、予算額５億５,５９７万３,０００円に対し、決算額は５億

３,００４万６,１４６円で執行率は９５.３％である。資本的収入額が資

本的支出額に対して不足する額１億６,２７８万７,８４６円は、当年度分

消費税及び地方消費税資本的収支調整額２,０２９万８,６１６円、引継金

５,９０２万９,３４１円、当年度分損益勘定留保資金７,４４１万３,２７

６円、当年度利益剰余金処分額９０４万６,６１３円で補填している。 

 

（３）企業債の状況 

  前年度末における企業債の残高は、２３億４,２４２万６,３３５円であ

り、本年度中の借入額は１億５,０６０万円、本年度中の償還額は１億４,

８７６万１,５５７円であったことから、本年度末における残高は２３億

４,４２６万４,７７８円である。これは、前年度末と比較して１８３万８,

４４３円の増となっている。 

 

７ 経営成績 

（１）概況 

  本年度の経営成績（損益計算）は、下水道事業収益が１２億４,４５３

万２,１５２円（営業収益５億５,３９４万５,７９６円、営業外収益６億

６,９７４万８,６１７円、特別利益２,０８３万７,７３９円）で、対する

下水道事業費用は１１億４,６１９万２,１８８円（営業費用１０億８,４

１０万５,１３６円、営業外費用５,６５５万９,７５２円、特別損失５５

２万７,３００円）となり、差し引き９,８３３万９,９６４円の黒字であ

る。 

 

（２）収益及び費用 

  本年度の下水道事業収益は、１２億４,４５３万２,１５２円で、その内、

経営の根幹を成す営業収益は、５億５,３９４万５,７９６円（下水道使用

料４億６２０万１,７９６円、他会計負担金１億４,７４３万９,０００円

等）で、収益全体の４４.５％を占めている。 

  営業外収益は、６億６,９７４万８,６１７円（他会計負担金１億１,１

２２万６,０００円、長期前受金戻入５億５,８４０万４,８２２円等）と

なっている。 

  一方、下水道事業費用は、１１億４,６１９万２,１８８円で、その内、

営業費用は１０億８,４１０万５,１３６円（管渠費１億４,５３３万６,

０４９円、業務費１億９,０４２万２,８０８円、減価償却費６億３,０２



９万５,０２３円等）で、費用全体の９４.６％を占めている。 

これに営業外費用及び特別損失を加えた下水道事業費用と前述の下水道

事業収益との差引額９,８３３万９,９６４円が当年度純利益となっている。 

 

（３）下水道使用料の収入状況 

  現年度分の下水道使用料は、調定額４億４,６８２万１,９７０円に対し、

収入済額４億１,７３２万８，０４０円であった。この結果収納率は９３．

４％である。 

  過年度分については、未収金額４,０３８万３,５２５円に対し、収入済

額は３,８６７万２,０６２円で収納率は９５.８％である。令和２年度に

おいては、不納欠損額２２万６,１３７円、過年度減額更正額等１万３,

６０７円により未収入額１４７万１,７１９円である。 

 

８ 財産状況 

（１）資産 

 資産の合計額は１４０億２,２９８万７,４３９円でその内訳は、固定資

産が１３８億７３８万１,７７５円、流動資産は２億１,５６０万５,６６

４円となっている。 

固定資産は、有形固定資産が１３２億５,０５６万７,３３９円、無形固

定資産が５億５,６８１万４,４３６円となっており、流動資産は現金・預

金が１億７,４２１万６,９７３円、未収金が４,１３８万８,６９１円とな

っている。 

 

（２）負債・資本 

  負債の合計は１１７億１,８８６万２,９０６円で、その内訳は、固定負

債が、２１億９,７５１万３,２３２円、流動負債が２億６,４３１万４,

７６２円及び繰延収益が、９２億５,７０３万４,９１２円となっている。

固定負債は全額が建設改良費等の財源にあてる企業債、流動負債は翌年度

償還分の企業債が１億４,６７５万１,５４６円、未払金が１億１,３９０

万８,０１９円、引当金が３６１万５,１９７円、その他流動負債が４０,

０００円となっている。また、繰延収益は、長期前受金が９２億５,７０

３万４,９１２円となっている。 

  資本の合計額は２３億４１２万４,５３３円で、その内訳は、資本金が

２１億５,３５９万３,４０４円で、その内、繰入資本金が１億８,５６６

万４,０００円となっている。また、剰余金は、１億５,０５３万１,１２

９円で、その内、利益剰余金は９,８３３万９,９６４円となっている。 

 

 



９ 資金収支状況 

  本年度のキャッシュ・フローの状況によると、事業本来の業務活動の実

施に必要な資金の状態を示す「業務活動によるキャッシュ・フロー」は、

減価償却費や長期前受金戻入などの非現金取引や未収金等の増減を調整し

た結果、通常の業務活動の実施により現金を収入できている。 

  将来に向けた運営基盤確立のために行う投資活動に係る資金の状態を示

す「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、補助金や分担金及び負担金

の収入があるものの、新たな固定資産の取得にかかる支出などにより、２

億８,５９３万６６０円の資金減少となっている。 

  企業債などの借入、返済による収支等資金の調達及び返済を示す「財務

活動によるキャッシュ・フロー」は、一般会計からの出資金により、資金

増加となっている。 

  これにより、本年度は４,７７０万７,６９５円の資金増となり、期首の

資金残高を加えると期末時点の資金残高は、１億７,４２１万６,９７３円

となった。 

 

１０ 総括 

  瑞穂町下水道事業会計は、将来にわたり安定的に公共下水道サービスを

提供していくため、令和２年４月から地方公営企業法の財務規定等を適用

し、複式簿記・発生主義に基づく公営企業会計方式へ移行することにより、

貸借対照表や損益計算書等の財務諸表の作成等を通じて、自らの経営成績

や財政状態などの把握・分析が可能となった。 

  本年度は、９,８３３万９,９６４円の純利益が計上された損益計算書等

を参照する限り、健全な下水道事業運営が行われたものと認められる。ま

た、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」における公営企業の経

営健全化における資金不足比率に関する書類提出を７月１５日に受けたた

め、７月２９日の決算審査終了後、資金不足比率について審査した結果、

資金不足は生じていないと認められた。 

下水道事業においては未普及地域への下水道整備、都市化の進展や浸水

被害への対応、施設の老朽化や耐震性などの課題に直面している。地方公

営企業会計移行から１年が経過し、今後は財務諸表により明確化された収

支や資産、負債の状況を分析し、弾力的に事業運営に反映させることが求

められる。企業会計の強みを発揮し、経営の健全化、効率化を図りながら、

将来にわたり持続可能かつ健全な経営の実現に向けて継続して取り組まれ

るよう望む。 

 

 

 



    令和３年８月１２日 

 

  瑞穂町長  杉 浦 裕 之  様 

 

               瑞穂町監査委員  村 山 隆 敏 

 

                  同     榎 本 義 輝 

 


